
《暑さに慣れる準備》 

校長 伊知地 豊 

いよいよ今月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更され、

５類感染症に位置付けられる予定です。厚生労働省の専門家会合の有志によると、「対策

の緩和が進む中で、今後、第９波が起きる可能性が高い」という報道もありました。学校で

は、今後、宿泊行事や修学旅行を控えており、感染が広がらないか心配しています。また、ゴ

ールデンウィークを迎えることで、人の移動が進む中、感染拡大を懸念しています。人混みで

のマスク着用や、手洗い等、感染対策について、今一度、各家庭でお話しする機会を持って

みてはいかがでしょうか？ 

さて、季節は進み、新緑や若葉が輝き、すがすがしく、さわやかな季節がやってきました。し

かし、年々感じることですが、心地良い時期がどんどん短くなり、あっという間に、暑さが厳し

くなってきます。先月２０日には、西日本から東北にかけて、各地で３０度以上の真夏日となり

ました。毎年この時期から熱中症対策が必要となります。 

熱中症を防ぐために、重要なこととして、「暑熱順化」があります。暑熱順化とは、環境省

の熱中症対策ガイドラインでは、「熱中症の予防には、暑い環境に体を慣れさせること（暑

熱順化）が重要になります。本格的な暑さの前から徐々に体を暑さになれさせることで、暑

熱環境にさらされても熱中症になりにくくなります。」という記述があります。また、「暑熱順化

は、暑熱環境にさらされて 3 日目から運動継続時間（が改善し）、5～6 日目には体温、快

適感、相対的心拍数が改善する」とあります。しかし、「体力レベルや発汗の能力などによっ

て影響される」ので、できるだけゆっくり時間をかけて、慣らすのがいいと思われます。 

日本気象協会では、暑熱順化に有効な対策として、1回 30分のウォーキングや 1回 15

分のジョギングを週 5日程度、室内なら、2日に 1回程度の入浴で、適度に汗をかくと良い

そうです。「暑熱順化には個人差もありますが、数日から 2 週間程度かかります。暑くなる前

から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始め、暑さに備えましょう。」とありますの

で、実践を心がけてみてください。 

さらに、特に暑熱順化ができていないタイミングとして、5 月の暑い日があげられています。

「5 月でも最高気温が 25℃以上の夏日や、30℃以上の真夏日となることもあります。体が

まだ暑さに慣れていないため、気温が高くなる日に活動をする際には、屋外でも室内でも自

分の体調に注意し、水分補給と適度な休憩をするようにしましょう。」とありますので、今後、

特に気をつけてほしいと思います。 

この３年間コロナ禍で家の中で過ごすことが多かった生徒も多いと思います。特に運動

部に所属していない生徒は、汗をかく機会が極端に少ないかもしれません。また、運動部に

所属している生徒でも、体が暑さに慣れる前の活動による熱中症のリスクが考えられます。

学校でも、WBGT に十分注意し、生徒が無理なく運動し、こまめな水分補給ができるよう、

熱中症予防に努めてまいります。ご家庭でも、暑さに慣れる準備を、心がけていただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ５月行事予定 給食 部活動

1 月 認証式(全校朝礼)　放：生徒専門委員会 ○ なし

2 火 SC来校日 ○ なし

3 水 憲法記念日

4 木 みどりの日　テスト一週間前 なし

5 金 こどもの日 なし

6 土 なし

7 日 なし

8 月 諸費振替日 ○ なし

9 火 全校朝礼(委員会所信表明発表)　SC来校日 ○ なし

10 水 45×4 なし なし

11 木 １学期中間テスト　尿検査１次もれ なし なし

12 金 １学期中間テスト　教育相談① ○

13 土

14 日

15 月 1・2限：SNS講習会　内科検診(２年生13：30～)　6限：３年生QUアンケート ○ なし

16 火 45×6　眼科検診(13：30～)　教育相談②　SC来校日 ○

17 水 ２年生全国学テ話すこと調査(英語授業内) ○ なし

18 木 ５限：授業参観　教育相談③(45×6※5限のみ50分授業) ○

19 金 45×6 ○ なし

20 土

21 日

22 月 ２年生宿泊行事(２年生給食なし) ○

23 火 ２年生宿泊行事(２年生給食なし) ○

24 水 ２年生休養日(２年生給食なし) ○ なし

25 木 45×6　教育相談④ ○

26 金 １年生校外学習(１年生給食なし)　45×6　尿検査２次　内科検診(３年生13：30～) ○ なし

27 土 ２年生授業日(45×4　給食なし)　４限：２年生QUアンケート
13:00

以降

28 日

29 月 45×6　内科検診予備日　心臓検診２次 ○ なし

30 火 45×6　教育相談⑤　SC・SSW来校日 ○

31 水
45×6　耳鼻科検診(１年生全生徒,2・3年生抽出13：30～)　教育相談⑥

４限：１年生QUアンケート
○ なし

日 曜 ６月行事予定 給食 部活動

1 木 修学旅行(３年生給食なし)　尿検2次 ○

2 金 修学旅行(３年生給食なし)　尿検2次予備日 ○

3 土 修学旅行(３年生給食なし)

4 日

5 月 ３年生代休(３年生給食なし) ○

6 火 45×6　教育相談⑦　SC来校日　諸費振替日 ○

7 水 Jアラート(11：00) ○ なし

8 木 ○

9 金 ○ なし

10 土

11 日

12 月 ○

13 火 45×6　SC来校日 ○

14 水 テスト１週間前 ○ なし

15 木 45×6 ○ なし

16 金 45×6 ○ なし

17 土 なし

18 日 なし

19 月 45×6 ○ なし

20 火 SC来校日 ○ なし

21 水 １学期期末テスト なし なし

22 木 １学期期末テスト なし なし

23 金 １学期期末テスト ○

24 土

25 日

26 月 ○ なし

27 火 45×6　放：保護者向け進路説明会① ○

28 水 ○ なし

29 木 45×5＋6限のみ50分授業 ○ なし

30 金 45×6 ○ なし

※１最終下校時刻は17：45となっています。   ※２行事予定は変更することがあります。

※３SC…スクールカウンセラー　相談の希望があれば学校までご連絡ください。

大阪狭山市立南中学校                                        No,５３2 

南 中 通 信 
めざす生徒像『仲間と共に成長する生徒・豊かな心でたくましい生徒』 

令和 5 年(２０２3 年)5 月 1 日（月） 

ＴＥＬ：３６５－７２００ ＦＡＸ：３６５－７２０２ 

http://minami-jh.osakasayama.ed.jp/ 

『スポーツ活動中の熱中症予防５ケ条』 

１．暑いとき、無理な運動は事故のもと 
暑いときに無理な運動をしても効果はあがりません。環境条件に応じて運動強度を調整
し、適宜休憩を取り、適切な水分補給を心がけましょう。 

２．急な暑さに要注意 
急に暑くなったら、軽い運動にとどめ、暑さに慣れるまでの数日間は軽い短時間の運動か
ら徐々に運動強度や運動量を増やしていくようにしましょう。 

３．失われる水と塩分を取り戻そう 
暑い時には、こまめに水分を補給しましょう。スポーツドリンクなどを利用して、0.1～0.2％
程度の塩分も補給しましょう。 

４．薄着スタイルでさわやかに 
暑い時には軽装にし、素材も吸湿性や通気性のよいものにしましょう。 

５．体調不良は事故のもと 
疲労、睡眠不足、発熱、かぜ、下痢など、体調の悪い時には無理に運動しないことです。 
また、体力の低い人、肥満の人、暑さに慣れていない人、熱中症を起こしたことのある人な
どは暑さに弱いので注意が必要です。 

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（日本体育協会発行）より ≪表彰≫ 
○硬式テニス部  南河内地区春季テニス大会 
 女子 個人戦 女子ダブルス 優勝 
             女子シングルス 準優勝 
      団体戦 準優勝 
 
 男子 個人戦 男子ダブルス 第５位 
             男子シングルス 第５位 
      団体戦 第４位 

学びの支援員を募集しています 
大阪狭山市では大阪狭山市立小・中学校において児童生徒の支援教育における補助的
業務をしていただく、学びの支援員（会計年度任用職員）を募集しています。 
応募資格：教員免許、養護教諭免許、保育士免許、看護師免許、介護福祉士資格、介護職

員初任者研修修了者のうちいずれかを有する方又はこれに準ずる方 
※詳しくは市ホームページをご覧ください。 

問い合わせ：大阪狭山市教育委員会学校教育グループ ☎366-0011 

http://minami-jh.osakasayama.ed.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★保護者の皆様へ★ 

いじめは、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。いじめは、ほんのささいなことから始まる場合があります。お子さまの小さなサイン
を見逃さないようにご家庭でもご注意ください。もし、ご家庭でお子さまの様子について気になることがありましたら、どんなことでも学校にご相談ください。
いじめにあわれた時には、学校は全力でお子さまをお守りいたします。その他の相談窓口としては、こちらの相談機関もありますので、ご利用ください。 
○大阪狭山市 フリースクール み・ら・い（教育相談) TEL：０７２－３６８－０９０９  
○大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ（教育相談) TEL：０７２－３６６－００１１ 

＊“いじめのサイン発見シート”を掲載しています。どうぞご覧ください。（文部科学省より） 


